
 

 
 

令和５年２月６日 

 

  令 和 ５年度の主な組織改正について 

 

I 令和５年度組織改正の考え方 

令和５年度の組織改正については、新型コロナウイルス感染症や急激な物価高騰

等により社会経済情勢が変化する状況においても、市民の安全、安心を支える体制

を適切に確保するとともに、令和６年に市制１００周年という歴史的な節目を迎え

るに当たり、未来を担うこどもたちを安心して育てることができる環境づくりや、

さらに先の社会を見据えたＳＤＧｓの推進など、川崎市総合計画に掲げる「成長と

成熟の調和による持続可能な最幸のまち かわさき」の実現に向けて、多様化・複雑

化する市民ニーズや社会環境の変化に的確に対応していくため、効率的かつ効果的

な執行体制を整備し、組織の最適化を図ります。 

II 主な組織整備 

１ 「川崎市総合計画」に掲げる政策・施策の効果的な推進 

(1) 生命を守り生き生きと暮らすことができるまちづくり 

① 新型コロナウイルスワクチンの接種と、既存の定期予防接種に係る事業を

一体的に推進するとともに、ワクチン接種を取り巻く状況の変化に的確に

対応し、誰もが安定的に予防接種を受けられる体制を整備するため、新型

コロナウイルスワクチン調整室を解消し、健康福祉局保健医療政策部に

予防接種企画担当及び予防接種担当を設置します。併せて、医療法及び感

染症法の改正に伴う新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制を

整備するため、同部に地域感染症医療担当を設置します。（改正図１－①、

１－②） 

② 災害時における道路被害情報を一元的に把握し、関係部局や危機管理本部

との連携強化を図るとともに、道路、河川、公園緑地に係る初動マニュア

ルの改正等を行い、危機管理体制の強化を図るため、建設緑政局総務部に

危機管理担当を設置します。（改正図２） 
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③ 地方分権改革の推進に伴い、神奈川県から令和５年度に液化石油ガス法に

係る業務が権限移譲され、また、令和７年度からは高圧ガス保安法（コン

ビナート地域）に係る業務が権限移譲される予定であることを踏まえ、専

門性の高い業務への対応や他の危険物を含めた一体的な指導監督による

保安体制の充実を図るため、消防局予防部に保安課を設置します。（改正

図３）                      

 

(2) 子どもを安心して育てることのできるふるさとづくり 

① 保育・幼児教育を取り巻く状況変化への対応 

待機児童ゼロを２年連続で達成する一方、一部の地域で認可保育所等の定

員割れや認可外保育施設の閉園が生じるなど、保育・幼児教育を取り巻く

状況の変化に対し、より効率的・効果的に課題解決を図るとともに、保育

士確保や人材育成、公立保育所の整備推進など、組織横断的に対応してい

た取組の集約化を行い、指揮命令系統を一元化し、マネジメント機能を強

化することで、市全体での保育の質及び地域の子育て支援力の向上につな

げていくため、子育て推進部及び保育事業部の執行体制を次のとおり再編

します。（改正図４） 

ア 公民保育所の運営支援や、保育の質の向上に向けた人材育成機能の強化を

図るとともに、保育所・幼稚園等の利用家庭にとどまらず地域全体におけ

る子育て支援の充実を図るため、こども未来局に保育・子育て推進部を設

置します。 

イ 保育需要の変化に対し適切に対応していくため、既存施設の有効活用に    

係る事業調整機能を強化するとともに、待機児童対策と利用調整業務を一

体的に運営することで、柔軟かつ効率的な受入枠を確保できる体制整備に

向けて、こども未来局に保育・幼児教育部を設置します。 

② 児童虐待対策と親和性の高い母子保健事業や社会的養育事業を一体化す

ることで、児童虐待の予防から自立支援まで一貫した施策を展開し、総合

的な児童虐待対策を推進するため、こども支援部を廃止し児童家庭支援・

虐待対策室に家庭支援担当、児童福祉担当、母子保健担当を設置します。

（改正図５） 
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③ 児童相談所間の連携強化や業務管理体制の充実を図るため、中部・北部児

童相談所をこども家庭センターの配下に再編します。また、児童相談所全

体のコンプライアンス推進や行政手続きの適正化を図るため、こども家庭

センターに総務課長を設置するとともに、中部・北部児童相談所の総務担

当課長を兼務します。（改正図６） 

 

(3) 市民生活を豊かにする環境づくり 

① 富士見公園再編整備事業及び等々力緑地再編整備・運営等事業について、

令和５年度からＰＦＩ法による再編整備事業がそれぞれ本格化すること

から、高度な知識や専門性を要する両事業を効率的・効果的に推進するた

め、建設緑政局に富士見・等々力再編整備室を設置します。（改正図７） 

② 令和６年度の全国都市緑化かわさきフェアの開催に向けて、国・県・近隣

自治体等の関係機関との綿密な調整を円滑に進めるため、建設緑政局緑化

フェア推進室に企画調整担当を設置します。（改正図８）また、フェアを

契機とした「みどりのムーブメント」の推進にあたり、多様な主体との協

働によるグリーンコミュニティの形成に向けた新たな取組を創出するた

め、各区役所道路公園センターに協働・利活用推進担当を設置します。（改

正図９） 

 

(4) 活力と魅力あふれる力強い都市づくり 

① ＪＦＥスチール株式会社東日本製鉄所京浜地区の高炉休止に伴う、扇島及

び周辺地区に新たに生まれる約４００ヘクタールの広大な土地の利用転

換を進めるため、臨海部国際戦略本部戦略拠点推進室にプロジェクト調

整担当を設置します。また、このことに伴う臨海部全体での課題調整を図

るため、事業推進部に広域事業調整担当を設置します。（改正図 10－①、

10－②） 

② 川崎市ＤＸ推進プランに基づく、デジタルファーストの行政サービスの提

供、市役所内部のデジタル化の推進、地域社会のデジタル化の推進に向け、

デジタル技術の導入・活用や業務プロセス改革等の施策を一体的に進める
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ことで市民サービスの向上や業務効率化を図るため、総務企画局にデジ

タル化施策推進室を設置します。（改正図 11） 

(5) 誰もが生きがいを持てる市民自治の地域づくり 

① 「ＳＤＧｓ未来都市」として、ＳＤＧｓプラットフォームを通じた企業・

市民団体等の多様なステークホルダー及び様々な自治体との連携・協働を

一層推進するため、総務企画局都市政策部にＳＤＧｓ・国際連携推進担当

を設置します。（改正図 12） 

 

２ その他行政体制の充実（内部管理に関する組織再編） 

① 上下水道局における不正行為などを踏まえ、各事業所の巡回や財務事務に

係る局内の監察等を実施するなど、再発防止に向けた新たな取組を実施す

るため、上下水道局総務部庶務課に服務規律・内部監察担当を設置します。

（改正図 13） 
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令和５年度の主な組織改正図

（改正図　１－①）

健康福祉局 健康福祉局

保健医療政策部 保健医療政策部

担当課長〔地域感染症医療〕
※令和6年3月31日までの時限的応援体制

担当課長〔感染症対策〕 担当課長〔感染症対策〕

担当課長〔予防接種企画〕
※令和6年3月31日までの時限的応援体制

兼務解消

担当課長②〔予防接種〕
※令和6年3月31日までの時限的応援体制

担当課長（兼）〔ワクチン調整〕

担当課長②（兼）〔ワクチン調整〕

担当課長（兼）〔ワクチン調整〕

担当課長（兼）〔ワクチン調整〕

兼務解消

担当部長〔保健政策・保健所長〕

担当部長〔保健政策・保健所副所長〕

担当部長（兼）〔ワクチン調整〕

※令和5年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務元：保健医療政策部新型コロナウイルスワクチン調整室
担当課長〔個別・巡回接種調整〕】

※令和5年3月31日までの時限的兼務体制
 【兼務先：保健医療政策部新型コロナウイルス
ワクチン調整室長】

※令和5年3月31日までの時限的兼務体制
 【兼務先：保健医療政策部新型コロナウイルス
  ワクチン調整室担当部長〔企画・調整〕】

※令和5年3月31日までの時限的兼務体制
 【兼務先：危機管理本部危機管理部長】

改正前 改正後

※令和5年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務先：保健医療政策部新型コロナウイルスワクチン調整室
担当課長〔予防接種〕】

※令和5年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務元：保健医療政策部新型コロナウイルスワクチン調整室
担当課長〔総合調整〕】

※令和5年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務元：保健医療政策部新型コロナウイルスワクチン調整室
担当課長②〔集団接種調整〕】

※令和5年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務元：危機管理本部危機管理部担当課長
〔新型コロナウイルス感染症対策〕】

兼務解消
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令和５年度の主な組織改正図
（改正図　１－②）

健康福祉局 健康福祉局

保健医療政策部 保健医療政策部

新型コロナウイルスワクチン調整室（兼）

担当課長〔総合調整〕

担当課長②〔集団接種調整〕

担当課長（兼）〔接種体制調整〕

担当課長⑦（兼）〔集団接種〕

担当課長〔個別・巡回接種調整〕

担当課長（兼）〔企画・調整〕

担当課長（兼）〔予防接種〕

担当課長（兼）〔感染症危機管理〕

担当部長（兼）〔企画・調整〕

担当部長（兼）〔接種体制調整〕

解消

※令和5年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務元：川崎・幸・中原・高津・宮前・多摩・麻生区役所
担当課長（危機管理担当）】

※令和5年3月31日までの時限的応援体制
※令和5年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務先:保健医療政策部担当課長①〔ワクチン調整〕】

※令和5年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務元:保健医療政策部担当課長〔保険医療政策〕】

※令和5年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務元:保健医療政策部担当課長〔感染症対策〕】

※令和5年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務元:保健医療政策部担当課長〔医療政策・医療安全〕】

※令和5年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務元：保健医療政策部担当部長
〔保健政策・保健所副所長〕】

改正前 改正後

※令和5年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務元：保健医療政策部担当部長〔保健政策・保健所長〕】

※令和5年3月31日までの時限的応援体制
※令和5年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務先:保健医療政策部担当課長①〔ワクチン調整〕】

※令和5年3月31日までの時限的応援体制
※令和5年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務先:保健医療政策部担当課長②〔ワクチン調整〕】

※令和5年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務元：危機管理本部危機管理部担当課長
〔新型コロナウイルス感染症対策〕】

※令和5年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務元：危機管理本部危機管理部長】
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令和５年度の主な組織改正図
（改正図　２）

建設緑政局 建設緑政局

総務部 総務部

庶務課 庶務課

担当課長〔危機管理〕

（改正図　３）

消防局 消防局

予防部 予防部

危険物課 保安課

担当課長 担当課長
〔高圧ガス保安・火薬類取締〕 〔高圧ガス・火薬類〕
※令和5年3月31日までの時限的応援体制 ※令和6年3月31日までの時限的応援体制

廃止

改正前 改正後

改正前 改正後
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令和５年度の主な組織改正図
（改正図　４）

こども未来局 こども未来局

子育て推進部 保育・子育て推進部

保育対策課 担当課長〔運営管理・子育て支援〕

担当課長⑦（兼）〔区待機児童対策〕 担当課長⑦（兼）

担当課長②（兼）〔区待機児童対策〕

担当課長〔運営支援・人材育成〕
保育所整備課

担当課長⑤（各区保育総合支援担当）
担当課長（幼児教育担当）

廃止

川崎区保育・子育て総合支援センター

保育事業部

担当課長〔保育指導・人材育成〕

保育第１課 中原区保育・子育て総合支援センター

担当課長〔指導調整〕

保育第２課

保育・幼児教育部
運営管理課

担当課長⑦（兼） 保育対策課

担当課長⑦（兼）〔区待機児童対策〕

担当課長⑤（各区保育総合支援担当） 担当課長②（兼）〔区待機児童対策〕

保育第１課
川崎区保育・子育て総合支援センター

担当課長〔指導調整〕

保育第２課

担当課長（幼児教育担当）
中原区保育・子育て総合支援センター

廃止

【兼務元：各区役所地域みまもり支援センター
児童家庭課長】

【兼務元：保育・子育て推進部幸・高津・
宮前・多摩・麻生区保育総合支援担当課長、
川崎区・中原区保育・子育て総合支援
センター所長】

【兼務元：川崎区役所大師・田島地区健康福祉
ステーション担当課長〔地域支援・児童家庭〕】

【兼務先：保育・子育て推進部担当課長⑤〔運営
管理・子育て支援〕、幸・高津・宮前・多摩・麻生
区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・
保健所支所）担当課長(保育所等・地域連携)】

【兼務先：保育・子育て推進部担当課長①〔運営
管理・子育て支援〕、川崎区役所地域みまもり支
援センター（福祉事務所・保健所支所）担当課長
（保育所等・地域連携）、大師地区健康福祉ス
テーション担当課長〔保育所等・地域連携〕、田
島地区健康福祉ステーション担当課長〔保育所
等・地域連携〕】

【兼務先：保育・子育て推進部担当課長①〔運営
管理・子育て支援〕、中原区役所地域みまもり支
援センター（福祉事務所・保健所支所）担当課長
（保育所等・地域連携）】

改正前 改正後

【兼務元：保育事業部幸・高津・宮前・多摩
・麻生区保育総合支援担当課長、川崎区・中原
区保育・子育て総合支援センター所長】

【兼務元：各区役所地域みまもり支援センター
児童家庭課長】

【兼務先：保育事業部運営管理課担当課長⑤、
幸・高津・宮前・多摩・麻生区役所地域みまもり支
援センター（福祉事務所・保健所支所）担当課長
（保育所等・地域連携）】

【兼務元：川崎区役所大師・田島地区健康福祉
ステーション担当課長〔地域支援・児童家庭〕】

【兼務先：保育事業部運営管理課担当課長①、
川崎区役所地域みまもり支援センター（福祉事務
所・保健所支所）担当課長（保育所等・地域連
携）、大師地区健康福祉ステーション担当課長
〔保育所等・地域連携〕、田島地区健康福祉
ステーション担当課長〔保育所等・地域連携〕】

【兼務先：保育事業部運営管理課担当課長①、
中原区役所地域みまもり支援センター（福祉事務
所・保健所支所）担当課長（保育所等・地域連
携）】

8



令和５年度の主な組織改正図
（改正図　５）

こども未来局 こども未来局

こども支援部 廃止 児童家庭支援・虐待対策室
【兼務先：健康福祉局地域包括ケア推進室担当部長〔虐待対策〕】

こども家庭課
担当課長〔事業調整〕

こども保健福祉課

担当課長〔家庭支援〕

担当課長〔児童福祉〕

担当課長〔母子保健〕
児童家庭支援・虐待対策室
【兼務先：健康福祉局地域包括ケア推進室担当部長〔虐待対策〕】

担当課長〔事業調整〕 担当課長③（兼）〔歯科保健〕

（改正図　６）

こども未来局 こども未来局

児童家庭支援・虐待対策室 児童家庭支援・虐待対策室
【兼務先：健康福祉局地域包括ケア推進室担当部長〔虐待対策〕】 【兼務先：健康福祉局地域包括ケア推進室担当部長〔虐待対策〕】

こども家庭センター こども家庭センター

副所長 副所長

総務課

担当課長〔心理・相談支援〕 担当課長（兼）〔心理・相談支援〕

廃止

中部児童相談所 中部児童相談所

副所長 副所長

担当課長〔保護〕 担当課長〔保護〕

担当課長（兼）〔総務〕

北部児童相談所 北部児童相談所

副所長 副所長

担当課長（兼）〔総務〕

改正前 改正後

【兼務先：健康福祉局地域包括ケア推進室
担当課長〔虐待対策〕】【兼務先：健康福祉局地域包括ケア推進室

担当課長〔こども保健福祉〕】

【兼務先：健康福祉局地域包括ケア推進室
担当課長〔母子保健〕】

【兼務先：健康福祉局地域包括ケア推進室
担当課長〔虐待対策〕】

【兼務元：健康福祉局保健医療政策部担当課長
〔歯科保健政策〕、保健医療政策部担当課長〔歯
科保健企画調整〕、保健医療政策部担当課長
〔歯科保健事業調整〕】

【兼務元：こども家庭センター総務課長】

改正前 改正後

【兼務先：こども家庭センター担当課長〔心理・相談支援〕】

【兼務先：中部児童相談所担当課長〔総務〕、
北部児童相談所担当課長〔総務〕】

【兼務元：こども家庭センター副所長】

【兼務元：こども家庭センター総務課長】
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令和５年度の主な組織改正図
（改正図　７）

建設緑政局 建設緑政局

等々力緑地再編整備室 富士見・等々力再編整備室

担当課長〔事業調整〕 担当課長〔事業調整〕

担当課長
〔施設整備〕

廃止

（改正図　８）

建設緑政局 建設緑政局

緑化フェア推進室 緑化フェア推進室

担当課長〔企画調整〕 担当課長〔企画調整〕

担当課長〔協働・共創〕 担当課長〔協働・共創〕

担当課長（兼）〔企画調整〕 担当課長（兼）〔企画調整〕

 担当課長③（兼）〔協働・共創〕  担当課長④（兼）〔協働・共創〕

担当課長⑦（兼）〔協働・共創〕 担当課長⑦（兼）〔協働・共創〕

解消

担当部長〔企画調整〕

担当部長（兼）〔協働・共創〕 担当部長②（兼）〔協働・共創〕

改正前 改正後

【事務取扱先：等々力緑地再編整備室担当課長①
〔施設整備〕】

※令和6年3月31日までの時限的応援体制
※令和6年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務先：緑化フェア推進室担当部長①〔協働・共創〕】

※令和6年3月31日までの時限的応援体制
※令和6年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務先：緑化フェア推進室担当課長①〔協働・共創〕】

※令和5年3月31日までの時限的応援体制
※令和5年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務先：総務企画局シティプロモーション推進室
担当課長①〔市制100周年記念事業推進〕】

※令和6年3月31日までの時限的応援体制
※令和6年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務先：総務企画局シティプロモーション推進室
担当課長①〔市制100周年記念事業推進〕】

※令和5年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務元：総務部企画課長】

※令和6年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務元：総務部企画課長】

※令和5年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務元：緑政部みどり・多摩川協働推進課長、
みどり・多摩川協働推進課担当課長〔みどりの協働〕、
みどりの保全整備課長】

※令和6年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務元：緑政部みどり・多摩川協働推進課長、
みどり・多摩川協働推進課担当課長〔みどりの協働〕、
みどりの保全整備課長、
富士見・等々力再編整備室担当課長〔事業調整〕】

【事務取扱元：等々力緑地再編整備室長】

改正前 改正後

※令和5年3月31日までの時限的応援体制 ※令和6年3月31日までの時限的応援体制

※令和5年3月31日までの時限的応援体制
※令和5年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務先：総務企画局シティプロモーション推進室
担当課長①〔市制100周年記念事業推進〕】

※令和6年3月31日までの時限的応援体制
※令和6年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務先：総務企画局シティプロモーション推進室
担当課長①〔市制100周年記念事業推進〕】

※令和5年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務元：各区役所道路公園センター整備課
担当課長〔協働推進〕】

※令和6年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務元：各区役所道路公園センター担当課長
〔協働・利活用推進〕】

※令和6年3月31日までの時限的応援体制

※令和5年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務元：緑政部長】

※令和6年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務元：緑政部長、富士見・等々力再編整備室長】
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令和５年度の主な組織改正図
（改正図　９）

区役所 区役所

道路公園センター 道路公園センター

管理課 担当課長〔管理〕

担当課長〔協働・利活用推進〕

整備課 担当課長〔整備〕

担当課長〔協働推進〕

廃止

（改正図　10－①）

臨海部国際戦略本部 臨海部国際戦略本部

事業推進部 事業推進部

担当課長〔企画調整〕 担当課長〔企画調整〕

担当課長〔事業推進〕
※令和5年3月31日までの時限的応援体制

解消

担当課長〔臨海部調整〕 担当課長〔臨海部企業連携〕

担当課長〔広域事業調整〕
※令和6年3月31日までの時限的応援体制

（改正図　10－②）

臨海部国際戦略本部 臨海部国際戦略本部

戦略拠点推進室 戦略拠点推進室

担当課長〔戦略拠点形成〕 担当課長〔戦略拠点形成〕
※令和5年3月31日までの時限的応援体制 ※令和6年3月31日までの時限的応援体制

担当課長〔土地利用計画〕 担当課長〔土地利用調整〕
※令和5年3月31日までの時限的応援体制 ※令和6年3月31日までの時限的応援体制

担当課長〔プロジェクト調整〕
※令和6年3月31日までの時限的応援体制

担当課長〔土地・基盤調整〕 担当課長〔基盤・環境整備〕
※令和5年3月31日までの時限的応援体制 ※令和6年3月31日までの時限的応援体制

改正前 改正後

改正前 改正後

※令和5年3月31日までの時限的応援体制
※令和5年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務先：事業推進部担当部長〔戦略拠点調整〕】

※令和6年3月31日までの時限的応援体制
※令和6年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務先：事業推進部担当部長〔戦略拠点調整〕】

改正前 改正後

※令和6年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務先：建設緑政局緑化フェア推進室
担当課長①〔協働・共創〕】

※令和5年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務先：建設緑政局緑化フェア推進室
担当課長①〔協働・共創〕】
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令和５年度の主な組織改正図
（改正図　11）

総務企画局 総務企画局

デジタル化推進室 デジタル化施策推進室

担当課長〔デジタル化企画〕 担当課長〔企画調整〕

担当課長〔デジタル化推進〕 担当課長〔デジタル改革〕

担当課長（兼）〔環境整備調整〕 担当課長〔デジタル改革〕

担当課長②（兼）〔デジタル化〕 担当課長〔情報システム調整〕

担当部長（兼）〔デジタル化〕

廃止

情報管理部 担当課長〔情報通信基盤〕

情報化施策推進室 担当部長〔デジタル化調整〕
【兼務元：情報管理部長】

担当課長〔企画調整〕

担当課長（兼）〔データ活用推進〕

担当課長〔情報システム調整〕

担当課長〔情報通信基盤〕

廃止

改正前 改正後

※令和5年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務元：情報管理部情報化施策推進室担当課
長〔企画調整〕、担当課長〔情報通信基盤〕】

※令和6年3月31日までの時限的併任体制
【併任先：上下水道局総務部情報管理課担当課
長〔システム開発・運用支援〕、交通局企画管理
部経営企画課担当課長〔システム開発・運用支
援〕、病院局経営企画室担当課長〔システム開
発・運用支援〕、教育委員会事務局教育政策室
担当課長〔システム開発・運用支援〕、総合教育
センター情報・視聴覚センター担当課長①〔教育
システム最適化・ＧＩＧＡスクール構想推進〕】

※令和5年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務元：情報管理部長】

【兼務先：情報化施策推進室長】
※令和5年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務先：デジタル化推進室担当部長〔デジタル化〕】

※令和6年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務先：行政改革マネジメント推進室
担当課長①〔働き方・仕事の進め方改革〕】

※令和5年3月31日までの時限的応援体制
※令和5年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務先：行政改革マネジメント推進室
担当部長〔働き方・仕事の進め方改革〕】

※令和5年3月31日までの時限的応援体制
※令和5年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務先：行政改革マネジメント推進室
担当課長①〔働き方・仕事の進め方改革〕】

【兼務先：行政改革マネジメント推進室
担当課長①〔働き方・仕事の進め方改革〕】

※令和5年3月31日までの時限的応援体制
※令和5年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務先：情報管理部情報化施策推進室
担当課長〔データ活用推進〕】

※令和6年3月31日までの時限的応援体制
※令和6年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務先：行政改革マネジメント推進室
担当課長①〔働き方・仕事の進め方改革〕】

※令和5年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務元：情報管理部情報化施策推進室
担当課長〔情報システム調整〕】

※令和6年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務先：行政改革マネジメント推進室
担当課長①〔働き方・仕事の進め方改革〕】

※令和6年3月31日までの時限的応援体制
※令和6年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務先：行政改革マネジメント推進室
担当部長〔働き方・仕事の進め方改革〕】【兼務先：行政改革マネジメント推進室

担当課長①〔働き方・仕事の進め方改革〕】
※令和5年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務先：デジタル化推進室担当課長①〔デジタル化〕】

※令和5年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務元：デジタル化推進室担当課長〔デジタル化推進〕】

※令和5年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務先：デジタル化推進室担当課長〔環境整備
調整〕】
※令和5年3月31日までの時限的併任体制
【併任先：上下水道局総務部情報管理課担当課
長〔システム開発・運用支援〕、交通局企画管理
部経営企画課担当課長〔システム開発・運用支
援〕、病院局経営企画室担当課長〔システム開
発・運用支援〕、教育委員会事務局教育政策室
担当課長〔システム開発・運用支援〕、総合教育
センター情報・視聴覚センター担当課長〔ＧＩＧＡ
スクール推進〕】

※令和5年3月31日までの時限的兼務体制
【兼務先：行政改革マネジメント推進室担当課長①
〔働き方・仕事の進め方改革〕、デジタル化推進室
担当課長①〔デジタル化〕】
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令和５年度の主な組織改正図

（改正図　12）

総務企画局 総務企画局

都市政策部 都市政策部

担当課長（SDGs・国際連携推進担当）
※令和6年3月31日までの時限的応援体制

企画調整課 企画調整課

担当課長〔企画調整・SDGｓ推進〕

担当課長〔企画調整〕 担当課長②〔企画調整〕

総務部

担当課長〔国際交流〕

（改正図　13）

上下水道局 上下水道局

    担当理事〔事業統括〕 【事務取扱】     担当理事〔事業統括〕 【事務取扱】

総務部 総務部

庶務課 庶務課

担当課長〔法制・情報公開〕 担当課長〔服務規律・内部監察〕

担当課長〔法制・情報公開〕

改正前 改正後

【兼務先：経営戦略・危機管理室担当課長〔情報統括〕】 【兼務先：経営戦略・危機管理室担当課長〔情報統括〕】

改正前 改正後
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